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社会保障国民会議 

◇第 1回（2026.2.26） 

2 月 26 日、第 1回社会保障国民会議が開催された。

本会議は、国民の受益と負担に深く関わる「給付付き税額控除」や「食料品の消費税率ゼロ」を含めた

「社会保障と税の一体改革」について、国民にも見える形で、丁寧かつスピード感をもって検討を進める

ため、設置された。

検討にあたっては、本会議である国民会議が親会議として政府及び参加政党間で協議・意見集約を行

うこととし、機動的・集中的に議論を進めるため、政府及び各党の実務者による「給付付き税額控除等

に関する実務者会議」を開催するとされた。

また、「給付付き税額控除」や「食料品の消費税率ゼロ」の制度化に当たっては、専門的・技術的な論

点を集中的に検討・精査する必要があるため、様々な立場から専門的な議論を行う「有識者会議」を設

け、「実務者会議」が「有識者会議」と連携を図るとされた。

議論の進め方として、まずは「給付付き税額控除」と「食料品の消費税率ゼロ」を同時並行的に議論を

進め、その両者について、Ｒ８年夏前を目途に中間とりまとめを行うとされている。

その上で、給付付き税額控除の議論を進める過程で明らかとなった社会保障制度の課題等について、

改めて調整の上、協議を継続するとされた。

第 1回では、社会保障と税の一体改革について議論が行われた。

高市総理は「給付と負担の在り方などについて、全世代を通じて納得感が得られる、社会保障の構築に

向けた国民的な議論を進める必要がある。特に、税、社会保険料負担、それから物価高に苦しむ中所

得者、低所得者の方々の負担を緩和すべく、給付付き税額控除の制度設計を含めた社会保障と税の

一体改革については本丸として議論を進める必要がある。その制度導入までの間のつなぎとして現在軽

減税率が適用されている飲食料品について、特例公債に頼ることなく、２年間限定で消費税をゼロ税率

とすることについて、スケジュール・財源の在り方を検討する必要がある。

 まずは夏前には中間取りまとめを行い、税について結論を得られたならできるだけ早期に必要な法案

の国会提出を目指したい。」と発言した。 

初会合には、政党側から自民党、日本維新の会、チームみらいが参加した。 

1．財政・税制、経済・成長（社会保障全般含む）
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社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議 

◇第 4回（2026.4.8） 

4 月 8日、第 5回社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議が開催され、食料

品消費税率ゼロに関するヒアリングが行われた。

ヒアリングでは、市場関係者として三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、ＪＰモルガン証券、システムメーカ

ーとして東芝テック株式会社、富士通株式会社、日本電気株式会社、株式会社リクルート、株式会社

スマレジからヒアリングが行われた。

◇第 4回（2026.4.6） 

4 月 6日、第 4回社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議が開催された。

今回は、「給付付き税額控除について」が議題とされた。

協議では、給付付き税額控除制度の目的として「①需要サイドからの中低所得の勤労者の負担軽減を
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通じた所得再分配と②供給サイドからの就労促進」とすること等が確認された。

また、導入に際し、第一段階として簡易的な制度から導入すること等について協議が行われた。

◇第 3回（2026.3.25） 

3 月 25 日、第 3回社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議が開催された。

今回は、「給付付き税額控除について（有識者会議の議論の状況等）」「食料品消費税ゼロに関するヒ

アリング」が議題とされた。

給付付き税額控除について（有識者会議の議論の状況等）では、3月 24 日に開催された第 1回社会

保障国民会議有識者会議での内容について共有された。

食料品消費税ゼロに関するヒアリングでは、日本経済団体連合会、経済同友会、日本商工会議所、全

国商工会連合会、日本労働組合総連合会からヒアリングが行われた。

◇第 2回（2026.3.18） 

3 月 18 日、第 2回社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議が開催された。

今回は、「有識者会議」「食料品消費税ゼロに関するヒアリング」が議題とされた。

有識者会議についてでは、有識者会議のメンバーについて 12名の内定者が公表された。座長には清

家篤日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問が就任する。

食料品消費税ゼロに関するヒアリングでは、日本チェーンストア協会、日本スーパーマーケット協会、全

国スーパーマーケット協会、日本フランチャイズチェーン協会、日本百貨店協会からヒアリングが行われ

た。

◇第 1回（2026.3.12） 

3 月 12 日、第 1回社会保障国民会議 給付付き税額控除等に関する実務者会議が開催された。

本会議は、親会議である社会保障国民会議の下、政府及び各党の実務者による機動的・集中的に議

論を進めるために設置された。

第 1回会議では、実務者会議の今後の進め方について、下記のとおり示された。

会議には、政党は、自民党、日本維新の会、国民民主党、チームみらいの４党の実務者が出席した。
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社会保障国民会議 有識者会議 

◇第 3回（2026.4.9） 

4 月 9日に、第 3回社会保障国民会議 有識者会議（座長：清家篤日本赤十字社社長、慶應義塾学

事顧問）が開催された。

今回は、給付付き税額控除制度について、「支援の単位を個人とするか世帯とするか」「所得に応じてど

のような支援（逓増・逓減等）とするか」「支援の対象」「所得把握の範囲等（金融所得）」「資産」につい

てこれまでの意見をふまえ協議が行われた。

◇第 2回（2026.4.2） 

4 月 2日に、第 2回社会保障国民会議 有識者会議（座長：清家篤日本赤十字社社長、慶應義塾学

事顧問）が開催された。

今回は、前回協議をふまえた論点として下記が示され、引き続き「給付付き税額控除」「食料品の消費

税率ゼロ」について協議が行われた。
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◇第 1回（2026.3.24） 

3 月 24 日に、第 1回社会保障国民会議 有識者会議が開催された。

本会議では、「給付付き税額控除」「食料品の消費税率ゼロ」について専門的な議論を行う場として 12

名の構成員からなり、座長には清家篤日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問が就任する。

第 1回では、構成員から給付付き税額控除を導入している各国の事例等について報告が行われた。

未来を選択する会議「未来選択・緊急提言－『縦割り』を超えた推進体制を」とりまとめ 

3 月 25 日、公益財団法人日本生産性本部が事務局を務める「未来を選択する会議」の政策提言グ

ループは「未来選択・緊急提言－『縦割り』を超えた推進体制を」を取りまとめ、政府の人口戦略本部

「第 3回人口減少対策に関する意見聴取プロジェクトチーム」に提出した。

本提言は、人口問題への総合戦略の確立に向け緊急提言と３つの方針と５つの提案を提示するもの。
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また、3月 27 日に人口問題について取りあげた「人口問題白書 2025」を公表した。

白書における記載事項は以下のとおり。

第Ⅰ部 人口動向、人口問題に関する政策動向の紹介 

〇人口動向および関連政策の動きを、データとファクトに基づいて客観的に整理。 

第 1章 人口動向 

 1．総人口と人口構造の推移 

 2．出生数、出生率の推移 

 3．婚姻・出産の状況 

 4．結婚をめぐる意識等 
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 5．出産・子育てをめぐる意識等 

 6．東京一極集中の状況 

 7．地域を取り巻く状況 

 8．労働力関係 

 9．外国人労働者問題 

第 2章 人口問題をめぐる取組 

 1．政府の政策動向 

   （1）1990 年代～2013 年の取組 

   （2）近年の取組（2014 年～2025 年） 

 2．民間団体などの取組 

   （1）経済界・労働界の取組 

   （2）地方団体の取組 

   （3）民間会議体の取組 

 3．「未来を選択する会議」の取組 

   （1）「未来を選択する会議」の発足 

   （2）活動状況 

第Ⅱ部 調査研究の紹介 

〇有識者の推薦による学術研究・文献の紹介とともに、 

 初めて実施した人口問題に関する全世代意識調査の結果から一部を掲載。 

 1．調査研究論文の紹介 

 2．推薦論文一覧（全 62件） 

 3．推薦書籍一覧（全 39件） 

＜速報＞「全世代の意識動向調査」の結果概要 

第Ⅲ部 有識者からの意見「人口減少問題をどう考え、いかなる対策を講ずべきか」 

〇多様な分野・世代の有識者 87名による、人口問題に対する寄稿を掲載。

第 221回国会 高市内閣総理大臣施政方針演説（2026.2.20） 

2 月 20 日に、高市総理は第 221 回国会における施政方針演説を行った。 

社会保障制度改革に関わる発言は以下のとおり。 

２．経済力 

（11）手取りの増加 

手取りの増加に向けた対策も講じます。 

いわゆる１０３万円の壁について、働き控えの解消と手取り増加の観点から、１７８万円に引き上げま

す。 

税・社会保険料負担や物価高に苦しむ中所得・低所得の方々の負担を減らすため、給付付き税額

控除の制度設計を含めた社会保障と税の一体改革について、超党派で構成される「国民会議」におい

て検討を進め、結論を得ます。 

また、同制度導入までの間の負担軽減策として、現在、軽減税率が適用されている飲食料品につ

いては、特例公債に頼ることなく、２年間に限り、消費税をゼロ税率とすることにつき、スケジュールや財

源の在り方など、その実現に向けた諸課題に関する検討を加速します。野党の皆様の御協力が得られ

れば、夏前には中間とりまとめを行い、税制改正関連法案の早期提出を目指します。 
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こうした施策を総動員することで、投資と賃上げの好循環を生み出します。日本列島を、再び豊かに

していこうではありませんか。 

日本成長戦略会議 

◇第 3回（2026.3.10） 

3 月 10 日、第 3回日本成長戦略会議（議長：高市総理大臣）が開催され、「戦略 17分野における

『主要な製品・技術等』」「成長戦略が経済財政に与える効果試算」について協議が行われた。 

会議では、各戦略分野で官民投資を優先的に支援することが必要と考えられる 61 の製品・技術等、そ

の中でも先行して検討を進めている 27 の製品・技術等の官民投資ロードマップについて示された。 

また、成長戦略が経済財政に与える効果試算について、基本的考え方が下記のとおり示された。 

高市総理は「本日示した『主要な製品・技術等』は、『国内のリスク低減の必要性』、『海外市場の獲得

可能性』、『関係技術の革新性』などの観点から、戦略的に選択したものである。 

 戦略分野の担当大臣においては、委員の指摘を踏まえ、『主要な製品・技術等』の内容を更に精査す

るとともに、本日提示した『先行する製品・技術等』以外の製品・技術等についても、スピード感をもって、

『官民投資ロードマップ』の策定を進めてもらいたい。 

 また、分野横断的な課題の担当大臣は、『官民投資ロードマップ』策定過程で明らかになる『国内投資

促進のため解消する必要がある課題』を洗い出してもらいたい。そして、その解決策を取りまとめること

で、『１７の戦略分野』で先陣が切られる民間企業の国内投資を日本全国に拡げていく環境を整備し、

日本経済の更なる成長につなげてもらいたい。 

 こうした成長戦略によって実現を目指す『強い経済』がどのような姿になるか定量的に示し、『日本成

長戦略会議』と『経済財政諮問会議』とが密接に連携しつつ、夏の『骨太方針』など、今後の経済財政

運営にも反映していくことが必要である。」と発言した。 
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経済財政諮問会議 

◇第 4回（2026.4.13） 

4 月 13 日、令和 8年第 4回経済財政諮問会議（議長：高市総理大臣）が開催され、「骨太方針策

定」「予算編成」について協議が行われた。

協議では、民間委員から政府予算の予見可能性と財政計画の信頼性を確保する観点から、予算の作

り方を根本から改め、「経済の成長力強化と名目の経済規模の拡大にふさわしい予算編成への転換」

「必要な予算は可能な限り当初予算で措置」「複数年度予算や長期的な基金による投資促進策」「経

済的・財政的効果の定量的な試算・検証を前提とした様々なリスクを最小化する危機管理投資やＧＤＰ

の成長にも資する成長投資に係る『新たな投資枠』の創設」などが提言された。

高市総理は、「本日いただいたご意見もふまえ、骨太の方針の策定にあたって大臣は高市内閣の経済

財政運営の方針を明確に示す、真に『骨太』な、簡潔で、分かりやすく、メッセージ性のある内容とするこ

とを原則として、与党とも連携しながら、策定作業を進めてもらいたい。

また、予算編成については引き続き『強い経済』と『財政の持続可能性』を両立させ、『経済の好循

環』を実現していく。物価・賃金の上昇について、予算編成に的確に反映されるようにすると共に、かつて

の『デフレ・低成長時代』の編成から、『経済の成長力の強化』と『名目の経済規模の拡大』にふさわしい

編成へと見直していく。引き続き活発な議論をお願いしたい。」と発言した。

◇第 3回（2026.3.26） 

3 月 26 日、令和 8年第 3回経済財政諮問会議（議長：高市総理大臣）が開催され、特別セッションと

してマサチューセッツ工科大学名誉教授オリヴィエ・ブランシャール教授、ハーバード大学教授ケネス・ロ

ゴフ教授の参画のもと、国際的な視点から我が国の経済財政運営について議論を行った。

高市総理は、「日本は、『技術革新力』や『労働の効率性』などの面では、他国と遜色がないにもかかわ

らず、国内投資が圧倒的に不足して､潜在成長率が低迷している。このため、『責任ある積極財政』の

下、官民協調で国内投資を大胆に促進し、雇用・所得・生産性を引き上げる方針を打ち出した。特に、

経済安全保障などの『危機管理投資』、ＡＩ（人工知能）・半導体などの『成長投資』が鍵になると考えて

おり、戦略分野の『官民投資ロードマップ』の策定を進めている｡こうした『戦略的な財政出動』を進める中

で、政府債務残高対ＧＤＰ（国内総生産）比を安定的に引下げることにより 財政の『持続可能性』を実

現し､『市場の信認』を確保していく方針である。」と発言した。

◇第 2回（2026.2.24） 

2 月 24 日、令和 8年第 2回経済財政諮問会議（議長：高市総理大臣）が開催され、マクロ経済運営

（金融政策、物価等に関する集中審議）、イノベーション（スタートアップ、大学改革等）について協議を

行った。

高市総理は「行き過ぎた緊縮志向、未来への投資不足から脱却し、『危機管理投資』、『成長投資』とい

った分野に官民協調で大胆に投資することによって､『強い経済』を実現していく。国の予算の作り方も根

本から改め、毎年度補正予算が組まれることを前提とした予算編成とは決別し、必要な予算は可能な

限り当初予算で措置する。

 経済財政諮問会議において、骨太の方針の策定に向け、予算編成の在り方を含め、『責任ある積極

財政』の目指す姿や具体策について、更に議論を深めていただきたい。」と発言した。

◇第 1回（2026.1.22） 

1 月 22 日、令和 8年第 1回経済財政諮問会議（議長：高市総理大臣）が開催され、中長期の経済

財政に関する試算について協議を行った。

高市総理からは、「引き続き『責任ある積極財政』の考え方に基づき経済財政運営を行い、債務残高対

GDP 比を安定的に引き下げていくことで財政の持続可能性を実現し、マーケットからの信認を確保して

いく。そのためには、これまでの取組の進捗・成果を後戻りさせることなく、成長率を高め、併せて金利上
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昇に目配りするということで、成長率の範囲内に債務残高の伸び率を確実に抑えていくことが重要であ

る。

こうした考え方の下、これまでの単年度ごとのＰＢ黒字化目標の達成状況を見ていくという方針を、数

年単位でバランスを確認する方向に見直すなど、取り組んでまいる。

関係大臣が連携し、与党の議論も踏まえつつ、今年の骨太方針に向けた検討を進めていただきた

い」と発言した。

経団連「税と財政、社会保障の一体改革に関する基本的考え方」公表 

4 月 13 日、経団連は「税と財政、社会保障の一体改革に関する基本的考え方」を公表した。

本内容は、政府が「責任ある積極財政」の考え方に基づき経済財政運営を大転換し、社会保障と税の

一体改革に取り組む歴史的な機会を捉え、税・財政・社会保障一体改革の基本的考え方について提

言するもの。

提言では、全世代型社会保障の目指すべき姿として、「人口減少下であっても、公正・公平で持続可能

な中福祉・中負担程度の社会保障制度を構築」「分厚い中間層を形成し、多くの人々の希望を叶え、

少子化に歯止めをかける」としている。
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規制改革推進会議 

◇中間答申とりまとめ（2026.2.26） 

規制改革推進会議は、２月２６日に令和７年１０月からこれまでの検討の審議結果を中間答申としてとり

まとめた。

これにより令和８年末に政府において策定予定の規制改革実施計画に向けて、検討・具体化を加速さ

せるとしている。

介護関係では、サービス提供体制の見直し等が盛り込まれた。 

■特例介護サービスの枠組み拡張を踏まえた人員配置基準の緩和 

・厚労省は、現行ンの基準該当サービス及び離島等相当サービスを活用してもなお介護サービス提供

体制の維持が困難な地域があることを踏まえ、新たな特例介護サービスの類型を設けることを検討し

結論を得る（措置済）。その結論を踏まえ、令和８年上期の国会に必要な法案を提出する。 

・大都市部や一般市でもすでに介護サービスの提供が困難なエリア・地域があると指摘し、その際、

「中山間・人口減少地域」の対象地域が人口減少率等の客観的要検討によって過度に限定される

ことがないようにする。 

・特例介護サービスの具体的な要件の検討に当たっては、令和８年度までに介護給付費分科会等で

結論を得た上で、令和９円上期までに速やかに所要の措置を講ずる。その際、「中山間・人口減少地

域」の対象範囲を過度に限定しないことや、具体的な地域の特定においては市町村の意向が反映さ

れるプロセスとすること。 

・この他、特例介護サービスの新たな類型では、ICT機器の活用が前提となっているが、小規模事業者

に高齢の職員が多いことから、具体的な要件を介護記録ソフトなど必要最小限にするよう要請した。 

２．規制改革 
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◇第 27回（2026.2.26） 

2 月 26 日、内閣府は第 27回規制改革推進会議（議長：冨田哲郎 東日本旅客鉄道株式会社相談

役）を開催し、「規制改革推進に関する中間答申（案）」「規制改革実施計画のフォローアップ」について

協議を行った。

規制改革推進に関する中間答申（案）では、各個別分野における実施事項が示された。

福祉分野に関する事項は、下記のとおり。

○特例介護サービスの枠組み拡張を踏まえた人員配置基準の緩和等 

 ・中山間・人口減少地域における人員配置基準の緩和など地域の実情に応じた柔軟な対応が可能

となるよう、制度・運用を整備・見直し。 

○介護の特定施設等における人員配置基準の特例的な柔軟化等の推進 

 ・特例的柔軟化などの制度運用のため、要件の在り方の見直しや業務時間を計測するタイムスタデ

ィ調査等に要する事務負担の軽減を行う。

◇第 26回（2025.12.24） 

12 月 24 日、内閣府は第 26回規制改革推進会議（議長：冨田哲郎 東日本旅客鉄道株式会社相談

役）を開催し、規制・制度改革の今後の検討課題について協議を行った。

会議では、今後の検討課題として下記が示され、協議が行われた。

また、日本成長戦略本部との連携案が示され、令和８年５月頃を目途に答申を取りまとめる。必要に応

じて、中間取りまとめの公表を検討することとされた。なお、答申を待たずに、改革を実現すべき事項に

ついては、早期の実現を求めることとされた。 
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高市総理は「人口減少・少子高齢化の課題を克服し、日本経済の成長と、それから地方の活性化につ

なげるために、絶え間ない規制改革は重要である。『強い経済の実現』『地方を伸ばし、暮らしを守る』と

いうこの二本柱で必要となる規制・制度改革を強力に進めていただくようお願いする。

働き方改革関連法施行から 5年が経過したなか、施行状況や労働時間の動向も勘案しながら日本

成長戦略本部とも連携のうえ、生産性の高い柔軟な働き方の推進につながるように、制度の在り方につ

いて、是非御検討をお願いしたい」と発言した。

規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループ 

◇第 11回（2026.3.23） 

内閣府は 3月 23日、第 11回規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループを開催

し、「被験者保護及び研究力強化等のための倫理審査の適正化」について協議を行った。

◇第 10回（2026.3.11） 

内閣府は 3月 11日、第 10回規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループを開催

し、「医療等データの利活用の促進（本人同意不要の医療等データの範囲･利用主体･利用目的の在り

方等）」「規制改革ホットライン処理方針」について協議を行った。

◇第 9回（2026.2.12） 

内閣府は 2月 12日、第 9回規制改革推進会議 健康・医療・介護 ワーキング・グループを開催し、

「医師による画像読影等におけるＡＩ活用の促進」「規制改革ホットライン処理方針」について協議を行っ

た。
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「令和 7年の地方からの提案等に関する対応方針」閣議決定（2025.12.23）

12 月 23 日に、「令和 7年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定された。

福祉分野に関する事項は以下のとおり。

○障害者支援施設における設備基準等の見直しについて 

（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 

 障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準（44 条３項及び 84 条２項）の中山間地域

等における適用については、地域の実情に応じた持続可能なサービスの提供がなされるよう、社会保障

審議会等において検討し、令和８年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

○介護職員初任者研修における通信学習方式の学習時間の取扱いの弾力化 

（介護保険法） 

 介護職員初任者研修については、介護職員等がより受講しやすい環境を整えるため、オンラインによ

る実施を認めることが適切な範囲等について検討し、結論を得る。その結果に基づいて令和７年度中に

必要な措置を講ずる。 

○福祉サービス第三者評価事業における認証手続き・評価調査者養成の見直し 

 （社会福祉法） 

評価機関及び都道府県推進組織の負担軽減や、各都道府県における評価機関の確保を図るため、

都道府県推進組織及び関係団体の意見を踏まえつつ、以下のとおりとする。 

・他の都道府県推進組織において研修を受講した評価機関について、その研修の内容が、都道府

県推進組織が自ら実施する研修の内容と同等であると判断する場合、当該都道府県推進組織が

定める認証要件のうち、研修受講要件の免除を可能とする方向で検討し、令和７年度中に結論を

得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

・都道府県推進組織の負担軽減を図る観点から、事務の簡素化等について検討し、令和８年度中に

結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

主な概要は以下のとおり。 

３．地方創生・地方分権等 
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「地方創生に関する総合戦略」を閣議決定（2025.12.23）

12 月 23 日、「地方創生に関する総合戦略」が閣議決定された。期間は 2025（令和 7）年度～2029

（令和 11）年度。 

本総合戦略は、これまでの地方創生の取組をフォローアップするとともに、地方創生施策の推進戦略を

取りまとめたもの。 

国においては、これまでの地方創生で進めてきた取組に加えて、地方が持つ伸び代をいかすことで、国

民の暮らしと安全を守り、地方に活力を取り戻すことを目指し、「強い経済」の実現に力点を置いた形で

取りまとめる全体戦略である「地域未来戦略」を令和 8年夏目途に取りまとめることとしている。 

主な概要は以下のとおり。 
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地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会 

◇第 185 回（2026.2.2） 

内閣官房は 2月 2日、第 65回地方分権改革有識者会議・第 185 回提案募集検討専門部会を合

同で開催し、令和８年の提案募集方式の実施について協議を行った。 

令和 8年度の実施に向け、下記のとおりスケジュール案が示された。 

また、重点募集テーマ案として、下記が示された。 

①事務処理方法の見直し 

②デジタル化 

③地域におけるサービスの維持・向上等 
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地域未来戦略に関する関係副大臣等会議 

◇第 2回（2026.3.4） 

3 月 4日、第 2回地域未来戦略に関する関係副大臣等会議が開かれた。

今回は、「戦略産業クラスター計画」及び「地域産業成長プラン」の基本的な考え方（案）について協議

が行われた。

協議では、地域未来戦略における 3 つのクラスター計画について下記のとおり概要が示された。
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また、地域未来戦略の政策パッケージ策定に向けたスケジュールとして下記のとおり示された。 

◇第 1回（2025.12.22） 

12 月 22 日、第 1回地域未来戦略に関する関係副大臣等会議（議長：黄川田仁志地域未来戦略担

当大臣）が開かれた。

本会議は、地域未来戦略本部の下、地方が持つ伸び代を活かし、国民の暮らしと安全を守るため、地

域ごとの産業クラスターを全国各地に形成し、世界をリードする技術・ビジネスを創出するとともに、地場

産業の付加価値向上と販路開拓を強力に支援することなどの検討について、関係府省間の連携を図る

ことを目的に設置された。

第 1回目は地域未来戦略の策定に向けた考え方として下記のとおり示された。
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今後おおむね月に１～２回程度、戦略産業クラスター計画、地域産業成長プランの策定に向けて、有

識者ヒアリング、先進地域における首長等からの取組紹介等を行いながら、上記検討課題について議

論を行い、来年夏までに、「地域未来戦略」の政策パッケージを取りまとめる予定。

地域未来戦略本部 

◇第 1回（2025.12.4） 

12 月 4日に、政府は地域経済の活性化に必要な施策を検討する「地域未来戦略本部」（本部長：高

市内閣総理大臣）の初会合を開いた。

本本部は、これまでの地方創生の取り組みに加え、産業拠点の形成や地場産業の付加価値向上など、

経済に重点を置いた政策を検討するもので、石破政権が創設した「新しい地方経済・生活環境創生本

部」を廃止し、これまで検討した事項等については、本部に引き継がれる。

高市総理大臣は、 

・地方には可能性を秘めた魅力あふれる地域資源が多数存在。地方の伸び代を最大限いかすために、

各知事が主導する「地場産業」の成長プランを強力に後押しすること 

・その付加価値向上と販路開拓を支援する政策パッケージを来年５月頃目途に策定すること 

・具体的支援策として、新たに「地域未来交付金」を設けること 

・重要なインフラである産業用地の確保や地域のエッセンシャルサービスの維持向上を実現するための

法制的措置を検討すること 

等を指示した。 
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構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会 

◇構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置のあり方に係る評価意見（2026.2.6） 

2 月 6日、構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置のあり方に係る評価意見が示され

た。

構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会は、構造改革特別区域基本方針に基づき構造改革特

別区域（以下「特区」という。）制度を推進するため、規制の特例措置の効果等を評価し、構造改革の推

進等に必要な措置について構造改革特別区域推進本部長に意見を述べることとされている。

今回評価等の対象となった４特例措置のうち、３特例措置について全国展開が適当との評価が行われ

た。

福祉分野に関する事項は以下のとおり。

○公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

経費の削減や地産地消の推進等の効果が確認されているところ、これまでの評価において指摘さ

れていた離乳食の提供、食物アレルギーへの個別対応を要するこどもへの対応及び食育への取組

については、適切に対応し得るよう所要の措置を講ずることで弊害の予防が確保されると認められる

ことから、令和８年度中に府令・通知の改正等により、全国展開することが適当と評価するとの意見と

した。

構造改革特区推進本部 

◇第 74回（2026.3.24） 

3 月 24 日、構造改革特別推進本部が開催され、「構造改革特別区域の提案等に対する今後の政府

の対応方針」「構造改革特別区域基本方針の一部変更」について協議が行われた。

構造改革特別区域の提案等に対する今後の政府の対応方針では、2月 6日に提出された「構造改革

特別区域において講じられた規制の特例措置のあり方に係る評価意見」をふまえ、政府の対応方針が

決定された。

福祉分野に関する事項は以下のとおり。
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○公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業 

 関係省庁において、離乳食の提供や、食物アレルギー対応を要するなど個別対応が必要なこども

及び食育への対応の観点から、これらについて適切に対応できるよう所要の措置を講じた上で、令

和８年度中に府令・通知の改正等を行う。 

国家戦略特別区域諮問会議 

◇第 68回（2026.3.23）※持ち回り開催 

3 月 23 日、第 68回国家特別区域諮問会議が持ち回りで開催され、国家戦略特別区域基本方針の

一部変更（案）について、国家戦略特区における国際的なビジネス拠点形成等に資する設備投資に対

する特別償却又は税額控除の特例措置および、国家戦略特区におけるスタートアップ企業等に対する

所得控除についてそれぞれ適用期限を 2年間延長することについて全会一致で了承された。

総合特別区域推進本部 

◇（2026.3.24） 

3 月 24 日、総合特別区域推進本部が開催され、「総合特別区域基本方針の一部変更」「国際戦略

総合特別区域の指定の解除に係る意見（案）」「地域活性化方針の一部変更に係る意見（案）」「地域

活性化総合特別区域の区域変更に係る意見（案）」について協議が行われた。

国際戦略総合特別区域の指定の解除に係る意見（案）についてでは、申請のあったつくば国際戦略総

合特区について指定を解除することを差し支えないとする意見案が示された。

地域活性化方針の一部変更に係る意見（案）についてでは、ふじのくに先端医療総合特区地域活性化

方針について、静岡、山梨両県に集積している企業の特徴をいかして、成長が見込まれる高度医療機

器の開発、製造等に取り組んでいくことから、両県連携の下、同特区において今後取り組む解決策として

当該取組に係る記載を追加することについて、差し支えないとする意見案が示された。

地域活性化総合特別区域の区域変更に係る意見（案）では、上記ふじのくに先端医療総合特区の区

域の範囲を変更することについて、差し支えないとする意見案が示された。

地域再生本部 

◇第 41回（2026.3.24） 

3 月 24 日、第 41回地域再生本部が開催され、地域再生基本方針の一部変更について協議が行わ

れた。

変更案では、まち・ひと・しごと創生総合戦略（デジタル田園都市国家構想総合戦略）」」を「「まち・ひと・

しごと創生総合戦略（地方創生に関する総合戦略）」」に改めること等が示された。

第 34 次地方制度調査会専門小委員会 

◇第 3回（2026.3.30） 

3 月 30 日、第 3回第 34次地方制度調査会専門小委員会が開催され、関係省庁からの意見聴取、

地方公共団体からの意見聴取が行われた。

関係省庁からの意見聴取では、消費者庁から地方消費者行政の現状と課題について報告が行われ

た。

地方公共団体からの意見聴取では、秋田県大館市、青森県中泊町、沖縄県、長野県からそれぞれの

地域の現状と課題、実施している取り組みについて報告が行われた。

◇第 2回（2026.3.6） 

3 月 6日、第 2回第 34次地方制度調査会専門小委員会が開催され、関係省庁からの意見聴取、



- 27 -

有識者からの意見聴取が行われた。

関係省庁からの意見聴取では、厚生労働省から介護保険制度における現状と課題、国土交通省から

技術者が不足する自治体における持続可能なインフラマネジメントについて報告が行われた。

有識者からの意見聴取では、高橋滋法政大学教授から意見聴取が行われ、国・都道府県・市町村の

役割分担について報告が行われた。

◇第 1回（2026.2.18） 

2 月 18 日、第 1回第 34次地方制度調査会専門小委員会が開催された。

第 1回では、国・都道府県・市町村の役割分担のあり方に関する検討の方向性（案）、大都市地域にお

ける行政体制に関する検討の方向性（案）が示された後、討議が行われた。

国・都道府県・市町村の役割分担のあり方に関する検討の方向性（案）
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大都市地域における行政体制に関する検討の方向性（案）
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第 34 次地方制度調査会第 1回総会（2026.1.19） 

1 月 19 日、第 34次地方制度調査会第 1回総会が開催された。

総会では、会長、副会長の互選、内閣総理大臣諮問等について協議が行われた。

会長は市川 晃 住友林業株式会社代表取締役会長、副会長は谷口 尚子 慶應義塾大学教授が選

任された。

その後、総務大臣との懇談が行われた後、内閣総理大臣諮問である下記内容について、専門小委員

会を設置して審議を進めることが承認された。

【諮問】 

人口減少により深刻化する人材の不足や偏在、デジタル技術の進展等の課題に対応し、将来にわた

り、地域の特性に応じて、持続可能かつ最適な形で行政サービスを提供していくため、国・都道府 

県・市町村間の役割分担、大都市地域における行政体制その他の必要な地方制度の在り方について、

調査審議を求める。
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社会福祉法等の一部を改正する法律案 閣議決定（2026.4.3） 

4 月 3日、社会福祉法等の一部を改正する法律案が閣議決定のうえ、国会に提出された。 

本法律案は、令和 7年 12月に取りまとめられた社会保障審議会福祉部会報告書および社会保障審

議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」をふまえ、社会福祉法のほか介護保険法

等を一部改正するもの。 

４．社会福祉法人等 
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厚生労働省通知「社会福祉法人の『合併・事業譲渡等マニュアル』の改訂版について」

（2026.3.31） 

令和 8年 3月 31日、厚生労働省より、「社会福祉法人の『合併・事業譲渡等マニュアル』の改訂版

について」が発出された。 

本改訂は「規制改革実施計画について」（令和６年６月 21日閣議決定）事項名「１６ 介護・保育・障

害福祉分野における合併、事業譲渡等に関するローカルルールの防止等」をふまえ、地方公共団体に

おける不適切なローカルルールの防止や、事務負担軽減に向け、社会福祉法人における合併・事業

譲渡等に関する基本的な手続きのポイントと留意点等を示す「合併・事業譲渡等マニュアル」を改訂し

たことの周知を図るもの。 

改訂された「合併・事業譲渡等マニュアル」は下記厚生労働省ホームページに掲載されている。 

[厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 生活保護・福祉一般 

> 社会福祉法人制度 > 合併・事業譲渡] 

こども家庭庁通知「合併、事業譲渡等に関するガイドライン等について」（2026.3.31） 

令和 8年 3月 31日、こども家庭庁より、事務連絡「合併、事業譲渡等に関するガイドライン等につい

て」が発出された。 

「規制改革実施計画（令和 6年 6月 21 日閣議決定）」において、保育所等が「円滑な合併、事業譲

渡等が実施可能な環境整備を行うとともに、当該事業者の手続に要する負担を軽減するため」に所要

の措置を講じることとされ、「保育政策の新たな方向性」（令和 6年 12月 20 日こども家庭庁公表）に

おいても、「必要な場合に合併、事業譲渡等が進められる環境の整備」のため、保育所が合併・事業譲

渡等を行う際の手続き等に係るガイドラインを作成」することとされていた。 

こうした状況を踏まえ、令和 7年度に「保育所等の合併・事業譲渡等に関する実態調査」が実施され、

今般、「合併、事業譲渡等に関するガイドライン」の策定を含め、実施計画において講じることとされた措

置の内容について以下が示された。
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「社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて」の一部改正について（2026.3.17） 

3 月 17 日、厚生労働省は「『社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて』の一部改正につ

いて」を発出した。

本通知は、社会福祉法人における契約等の取扱い等について定めている通知「社会福祉法人におけ

る入札契約等の取扱いについて」の改正について周知を図るもの。

今回の改正では、価格による随意契約について、通常 3社以上必要とされている見積もりを 2社以上

で差し支えないとする上限金額が下記のとおり変更となった。

○随意契約の上限金額

契約の種類 金額 

 改正後 （参考）現行 

工事又は製造の請負 400 万円 250 万円 

食料品・物品等の買入れ 300 万円 160 万円 

全各号に掲げるもの以外 200 万円 100 万円 

「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」に基づく別に定める単価等について

（2026.3.10） 

3 月 10 日、厚生労働省は「『社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準』に基づく別に定める

単価等について」を発出した。

本通知は、社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準に基づく単価等を示すもの。 

主な内容は以下のとおり。 

○３の（５）の③「建設単価等上昇率について」の規定に基づき、建設工事費デフレーターによる上昇率

については別表に掲げるとおりとするとともに、別に定める１㎡当たりの建設等単価については、３７０，

０００円とする。 

○事務処理基準の３の（５）の④「一般的な自己資金比率について」の規定に基づき、一般的な自己資

金比率として、別に定める割合については、２７％とする 

○事務処理基準の３の（５）の⑤「大規模修繕に必要な費用について」の規定に基づき、大規模修繕に

必要な費用として、別に定める割合については、２３％とする。 
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社会福祉法人の経営状況に関する調査（2026.2.12） 

2 月 12 日、福祉医療機構は 2024 年度社会福祉法人の経営状況を公表した。 

主な結果は以下のとおり。 

○社会福祉法人の経営状況 

・介護主体法人のサービス活動増減差額比率は低下した一方、保育主体法人・障害主体法人では

上昇 

・いずれの事業主体も赤字法人の従事者 1人当たりサービス活動収益が黒字法人よりも低く、収益

面に課題 

・事業主体別ではその他主体法人を除いて、収益規模が大きいほどサービス活動増減差額比率が

高く、経営が安定する傾向 

○職員の採用・離職状況 

・離職率はほぼ横ばいであるものの採用率は低下傾向にあり、とくに介護主体法人の採用超過率は

2022 年度以降マイナス値が続く 
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社会福祉連携推進法人の設立状況について（2026.3） 

厚生労働省は令和 8年 3月の社会福祉連携推進法人の設立状況を公表した。

認定があった社会福祉連携推進法人は 36法人。

令和 6（2024）年社会福祉施設等調査の概況（2025.12.17）

12 月 17 日、厚生労働省は令和 6（2024）年社会福祉施設等調査の概況を公表した。

「社会福祉施設等調査」は、全国の社会福祉施設等の数、在所者、従事者の状況等を把握し、社会

福祉行政推進のための基礎資料を得ることを目的として、毎年 10 月 1 日現在の状況について調

査を実施している。

令和６年は、全国の老人福祉施設や障害者支援施設、児童福祉施設等及び障害福祉サービス等事

業所・障害児通所支援等事業所のうち、155,806 施設・事業所を対象として調査し、活動中の

128,241 施設・事業所について集計を行った。

主な結果は以下のとおり。

【調査結果のポイント】 

１ 施設・事業所数 

･保育所等 ※保育所型認定こども園及び保育所 

23,51 施設 （対前年 215 施設（0.9％）の減少） 

･有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅以外） 

18,460 施設 （対前年 627 施設（3.5％）の増加） 

･居宅介護事業所 

26,485 事業所 （対前年 518 事業所（2.0％）の増加） 

･放課後等デイサービス事業所 
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22,643 事業所 （対前年 1,521 事業所（7.2％）の増加） 

２ 従事者数（常勤換算） 

･保育所等における保育士 353,943 人 

･居宅介護事業所 155,444 人 

･放課後等デイサービス事業所 130,073 人 
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Oおうせいろ

住生活基本計画 閣議決定（2026.3.27） 

3 月 27 日、住生活基本計画が閣議決定された。

本計画は、「住生活基本法」に基づき国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な

計画として策定され、目標や基本的な施策などを定め、目標を達成するために必要な措置を講ずるよう

努めることとされている。

住宅政策の方向性では、今後 2030 年に総世帯数が減少し始め、子育て世帯が継続的に減少する一

方、高齢単身世帯は増加し続けるなど、人口・世帯構成の大きな変化を見据え、既存住宅を効果的に

活用して多様な居住ニーズを満たす住宅市場を構築することが必要としている。

具体的な成果指標として、下記内容等を示した。

○高齢期の暮らしを支える住宅の数【108 万戸（2023（令和５）） → 150 万戸（2035（令和 17））】 

※サービス付き高齢者向け住宅、シルバーハウジング、居住サポート住宅、有料老人ホーム等 

○子育てしやすい住環境の整備や、子育て世帯等の優先入居等の推進を行う UR 団地の団地数及

び住戸数【０団地・０戸（2025（令和７））→ 100 団地・10 万戸（2035（令和 17））】 

○公的賃貸住宅団地（100 戸以上）における地域拠点施設併設率 

【35％（2024（令和 6））→50%（2035（令和 17））】 

※高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯等の支援に資する施設 

○居住支援協議会を設立した市区町村の人口カバー率 

【約４割（2024（令和 6））→ 9 割（2035（令和 17）） 

新たな住生活基本計画の概要は以下のとおり。

５．高齢者 
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社会保障審議会介護給付費分科会 

◇第 255回（2026.3.30） 

3 月 30 日、厚生労働省は第 255 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東京

大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。

今回は、「令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和７年度調査）の結果」

「協力医療機関連携加算に係る要件変更」「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱

い」「通信機能を備えた福祉用具の取扱い」「令和 7年度介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会の

検討結果」について報告・協議が行われた。

「令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和７年度調査）の結果」では、第

32回介護報酬改定検証・研究委員会で報告された下記４つの調査結果について共有が行われた。

（1）高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究

事業 

（2）令和６年度介護報酬改定における LIFE の見直し項目及び LIFE を活用した質の高い介護の更なる

推進に資する調査研究事業 

（3）一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業 

（4）介護現場における生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくりに資する調査研究事業

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについてでは、人員基準欠如減算の見直

しについて、下記内容が示された。本措置は、令和 8年 6月からの施行に向けて手続きが進められる

予定。 
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◇第 254回（2026.2.16） 

2 月 16 日、厚生労働省は第 254 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東京

大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。

今回は、「令和８年度介護事業経営実態調査の実施」「科学的介護情報システム（LIFE）」について報

告・協議が行われた。

「令和８年度介護事業経営実態調査の実施」についてでは、令和８年５月に調査を実施し、令和 8年

10月頃に公表予定であることが示された。

「科学的介護情報システム（LIFE）」についてでは、「科学的介護情報システム（LIFE）のあり方」検討会

のとりまとめが報告された。

主な概要は以下のとおり。
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◇第 253回（2026.1.16） 

1 月 16 日、厚生労働省は第 253 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東京

大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、「令和８年度介護報酬改定に向けて（介護報酬改定案について）」、「令和６年度介護報酬改

定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和８年度調査）の進め方及び実施内容」について協議が行

われた。

令和 8年度介護報酬改定に向けては、改定案が示され、協議が行われた。
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「令和６年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査（令和８年度調査）の進め方及び実

施内容」については、スケジュール案および実施内容案が示され、協議が行われた。

◇第 252回（2025.12.26） 

12 月 26 日、厚生労働省は第 252 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東

京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、令和８年度予算に関する「大臣折衝事項」、地域区分について報告が行われた後、協議が行

われた。

◇第 251回（2025.12.19） 

12 月 19 日、厚生労働省は第 251 回社会保障審議会介護給付費分科会（分科会長：田辺国昭東

京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催した。 

今回は、これまでの協議をふまえ令和８年度介護報酬改定に関する審議報告（案）が示され、令和８年

度介護報酬改定 審議報告のとりまとめに向けて協議が行われた。 

その後、12 月 23 日に令和８年度介護報酬改定に関する審議報告が取りまとめられた。 

審議報告では、「１．介護職員等の処遇改善」「２．基準費用額」について基本的な考え方が示されてい

る。 

「１．介護職員等の処遇改善」では、令和８年度介護報酬改定においては、「介護職員等処遇改善加 

算の拡充により、介護分野における処遇改善を行うことが適当である」とし、加算の対象について「介護

職員以外の介護従事者を新たに対象とすることが適当である」「訪問看護及び介護予防訪問看護、訪

問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション並びに居宅介護支援及び介護予防支援を新

たに介護職員等処遇改善加算の対象とすることが適当である」としている。 

また、令和９年度介護報酬改定に向けた課題として、下記 2点を挙げている。 

○持続的な賃上げに向けた環境整備の必要性や事業所・施設の事務負担軽減の必要性等の観点か
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ら、介護分野の処遇改善に向けた考え方の整理を行うべき 

○介護保険制度全体の課題として、介護サービスの適正化や重点化、財源が限られる中で保険料や

利用者等の負担も念頭に置いた介護報酬の見直しを引き続き検討していくことが求められる 

「２．基準費用額」についてでは、「利用者負担への影響も勘案しつつ、在宅で生活する者との公平性の

観点から必要な対応を行うことが適当」としつつ、令和 8年度介護報酬改定における対応は、令和７年

度介護事業経営概況調査の結果を踏まえた緊急的な対応であるとしたうえで、「引き続き、物価の上昇

が居住費・食費に及ぼす影響を適切に把握し、必要な対応を行うことが求められる」としている。

社会保障審議会介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会 

◇第 32回（2026.2.18） 

2 月 18 日、厚生労働省は第 32回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会

（委員長：田辺国昭東京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催し、令和６年度介護報酬改定の

効果検証及び調査研究に係る調査（令和７年度調査）の結果について報告・協議を行った。

協議では、下記 4つの調査研究事業に係る調査結果概要案が示され、協議が行われた。

（1）高齢者施設等と医療機関の連携体制及び協定締結医療機関との連携状況等にかかる調査研究

事業 

（2）令和６年度介護報酬改定における LIFE の見直し項目及び LIFE を活用した質の高い介護の更なる

推進に資する調査研究事業 

（3）一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入に関する調査研究事業 

（4）介護現場における生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくりに資する調査研究事業 

社会保障審議会介護給付費分科会 介護事業経営調査委員会 

◇第 44回（2026.4.8） 

4 月 8日、厚生労働省は第 44回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会（委

員長：田辺国昭東京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催し、令和８年度介護従事者処遇状

況等調査の実施について協議を行った。 

本調査は介護従事者の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価を行うとともに、介護報酬改定

のための基礎資料を得ることを目的としている。 

今回は、実施概要案および調査票案が示され、協議が行われた。 

前回調査（令和 6年度調査）からの変更点は以下のとおり。

〇令和８年度調査では、令和８年度から介護職員等処遇改善加算の対象となった介護サービスのう

ち、訪問看護事業所及び訪問リハビリテーション事業所を調査対象に追加する（居宅介護支援事業

所は従来から調査対象となっている）。 

○また、令和８年度介護報酬改定において、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せ

の加算区分が設けられたことを踏まえた調査項目の見直しを行う。 

○さらに、ベースアップによる賃金改善額の状況を把握するための調査項目や、令和７年度補正予算

で措置した「令和７年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」による賃金改善の状況

を把握するための調査項目を追加する。 

○これらのほか、令和６年度調査内容から、調査年度の修正、表現の適正化等の軽微な変更を行う。 
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◇第 43回（2026.1.29） 

1 月 29 日、厚生労働省は第 43回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会

（委員長：田辺国昭東京大学大学院法学政治学研究科教授）を開催し、令和８年度介護事業経営実

態調査の実施について協議を行った。 

今回は、調査時期について令和 8年 5月に調査、令和 8年 10月に結果を公表し、介護給付費分科

会に結果を報告する案が示された。また、各調査票案が示され、協議が行われた。

社会保障審議会介護保険部会

◇第 134回（2026.3.9） 

3 月 9日に、厚生労働省は、第 134 回社会保障審議会・介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲田大

学理事・法学学術院教授）を開催し、「部会長の選出」「基本指針」等について協議を行った。

部会長の選出では、新たに野口晴子早稲田大学政治経済学術院教授が部会長に選出された。

基本指針についてでは、2027 年度から始まる第 10期介護保険事業計画の基本指針について、下記

のとおり基本指針に盛り込むことが考えられる主な事項が示された。

また、今後のスケジュールとして下記のとおり示された。
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◇第 133回（2025.12.25） 

12 月 25 日に、厚生労働省は、第 133 回社会保障審議会・介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲

田大学理事・法学学術院教授）を開催し、介護保険制度の見直しに関する意見を取りまとめた。

取りまとめられた意見では、中山間・人口減少地域における特例介護サービスの枠組みの拡張や、事

業継続に向けた介護事業者の連携強化に向けた仕組みの創設について、今後詳細の要件や報酬設

定等について介護給付費分科会等で議論することとされている項目が示されている。

また、保険料の負担については、「被保険者の負担能力に応じた保険料設定について、引き続き検討を

行う」とされている。

主な概要は以下のとおり。
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◇第 132回（2025.12.22） 

12 月 22 日に、厚生労働省は、第 132 回社会保障審議会・介護保険部会（部会長：菊池馨実早稲

田大学理事・法学学術院教授）を開催し、取りまとめに向けた協議を行った。

＜通知・公表＞ 

2026 年度介護保険料の推計を公表（2026.3.9） 

3 月 9日、厚生労働省は第 134 回社会保障審議会介護保険部会において、2026 年度に 40 歳から

64 歳が納付する介護保険料（事業主負担含む）の一人当たりの平均が月額 6,360 円（前年比 158

円増）となり、過去最高となるとの推計を報告した。年間では 76,317 円となる見込み。

要介護認定の高齢者の金銭管理に係る調査結果（2026.4） 

地域で自立して暮らす要支援・要介護の高齢者のうち、約 3割が自らの預貯金の出し入れや、公共料

金等の支払いを一人でできない実態にあることが、大阪府和泉市と慶応大学等による調査で明らかに

なった。

預貯金の出し入れを一人でできない人は 29.2%であり、家賃や公共料金等の支払いを一人でできない

人は 30.5%であった。要介護度が上がるほど割合は上昇し、要介護 1 ではともに約 6割となった。

また、特殊詐欺の被害に「遭ったことがある」「遭いそうになったことがある」と回答した人は計 11.3%であ

り、そのうち 22.0%は誰にも相談していなかった。

令和７年度介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査結果（速報値）（2025.11.13） 

11 月 13 日、厚生労働省は令和７年度介護職員等の職場環境や処遇に関する実態調査結果（速報

値）を公表した。
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主な結果は以下のとおり。

介護職員数の推移（2025.12.19） 

12 月 19 日、厚生労働省は令和 6年 10月 1 日時点の介護職員数の推移を公表した。

介護職員数は、令和６年 10月１日時点で、2,126,227 人（対前年＋487 人）となった。 

主な結果は以下のとおり。
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令和６年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に

関する調査結果（2025.12.25） 

12 月 25 日、厚生労働省は令和６年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関す

る法律」に基づく対応状況等に関する調査結果を公表した。

主な結果は以下のとおり。

■養介護施設従事者等（※）による虐待 

 ※介護老人福祉施設、居宅サービス事業等の業務に従事する者 

○ 相談・通報件数は、3,633 件（対前年度 192 件(5.6%)増）。※過去最多で４年連続増加 

虐待判断件数は、1,220 件（対前年度 97 件(8.6%)増）。※過去最多で４年連続増加 

○ 相談・通報者の内訳は、当該施設職員（27.4％）が最も多く、当該施設管理者等（18.2％）、家族・

親族（14.6％）の順。 

○ 虐待の種別は、身体的虐待（51.1％）が最も多く、心理的虐待（27.7％）、介護等放棄（25.7％）、

経済的虐待（10.3％）、性的虐待（3.4％）の順。 

○ 虐待の発生要因は、「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足」が（75.9%）で

最も多く、次いで「職員の倫理観・理念の欠如」が（64.3%）、「職員のストレス・感情コントロール」が

（62.5%）の順。 

○ 施設・事業所の種別は、特別養護老人ホーム（28.9％）が最も多く、有料老人ホーム（サービス付き

高齢者向け住宅を含む。）（28.4％）、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）（14.8％）の

順。 

○ 虐待等による死亡事例は、５件（５人）。 

■養護者（※）による虐待 ※高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等 

○ 相談・通報件数は、41,814 件（対前年度 1,428 件(3.5%)増）｡※過去最多で 12 年連続増加虐

待判断件数は、17,133 件（対前年度 33 件(0.2%)増）。※横ばい傾向 

○ 相談・通報者の内訳は、警察（35.6％）が最も多く、介護支援専門員（24.4％）、家族・親族（7.1％）

の順。 

○ 虐待の種別は、身体的虐待（64.1％）が最も多く、心理的虐待（37.2％）、介護等放棄（19.7％）、

経済的虐待（16.4％）、性的虐待（0.4％）の順。 

○ 虐待者の続柄は、息子（38.9％）が最も多く、夫（23.0％）、娘（19.3％）の順。 

○ 虐待の発生要因は、「被虐待者の状態」として「認知症の症状」（58.1％）が最も多く、「虐待者側の
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要因」として「介護疲れ・介護ストレス」(57.2％)、「理解力の不足や低下」（49.6％）の順。 

○ 虐待等による死亡事例は、26 件（26 人）。 

東京商工リサーチ 2025 年「訪問介護事業者」倒産動向（2026.1.8） 

1 月 8日、東京商工リサーチ（TSR）は 2025 年「訪問介護事業者」倒産動向を公表した。

訪問介護業界の倒産は 91件（前年比 12.3％増）で介護保険制度が始まった 2000 年の調査開始以

来、過去最多となった。 

原因別では、売上不振（販売不振）が 75 件（構成比 82.4％）と 8 割超を占める。また、求人難や従業

員退職など「人手不足」関連倒産は 13件判明し、最多だった 2023 年（11 件）を上回った。 

東京商工リサーチ 2025 年「介護事業者」倒産動向（2026.1.9） 

1 月 9日、東京商工リサーチ（TSR）は 2025 年「介護事業者」倒産動向を公表した。

2025 年の介護事業者（老人福祉・介護事業）の倒産は、176 件（前年比 2.3％増）で、２年連続で最

多を更新した。 

介護事業者の倒産原因は、売上不振（販売不振）が 140 件（構成比 79.5％）で、約 8割を占めた。 
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倒産事業者の規模は、資本金 500 万円未満（個人企業他含む）が 128 件（同 72.7％）、負債 1億円

未満が 141 件（同 80.1％）、従業員 10人未満が 142 件（同 80.6％）と、事業規模の小さい小・零細

事業者がほとんどを占めている。 
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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 

◇第 54回（2026.3.10） 

3 月 10 日、厚生労働省は第 54回障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催した。

今回は令和 7年障害福祉サービス等経営概況調査の結果が示されるとともに、次期報酬改定に向

けて、令和 8年度に行う障害福祉サービス経営実態調査の実施について案が示された。 

令和 7年障害福祉サービス等経営概況調査結果のポイントについては以下のとおり。 

令和 6年度のサービス全体の収支差率は 4.6%と、前年度(5.0%)から 0.4 ポイント低下した。 

収支差率は営利法人が 6.4%、社会福祉法人が 2.3%と開きがある一方、給与費率を見ると社会福祉

法人が 69.3%と営利法人の 64.1%を大きく上回る結果となった。 

６．障害者 
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施設入所支援の居室形態の収支差率については、多床室のみの補助金を含めた収支差率は 3.4%

に対し、個室のみの場合、補助金を含めても-1.6%という結果になった。 

ユニットケア実施の有無についても、なしの場合は補助金を含めた収支差率は 3.7%という結果に対

し、ありの場合は補助金を含めても-5.4%と、質の高いケアと健全な収支の両立について課題が残る

結果となった。 

共同生活援助における経営状況等調査の結果概要については以下のとおり。 
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◇第 53回（2026.2.18） 

2 月 18 日、厚生労働省は第 53回障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催し、これまでの

議論を踏まえ、概要が取りまとめられた。

福祉 ・介護職員等処遇改善加算の拡充等についての概要は以下のとおり。 
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応急的な報酬単価の特例の概要については以下のとおり。 

◇第 52回（2026.1.22） 

1 月 22 日、厚生労働省は第 52回障害福祉サービス等報酬改定検討チームを開催した。

今回は、令和８年度における報酬等の臨時応急的な見直しについて検討が行われ、前回意見等を

踏まえた具体的な案が示された。 
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障害者政策委員会

◇第 87回（2026.1.29） 

1 月 29 日、内閣府は第 87回障害者政策委員会（部会長：熊谷晋一郎 東京大学先端科学技術

研究センター教授）を開催した。

前回に引き続き障害者基本計画(第 5次)実施状況の「各分野における障害者施策の基本的な方

向」のうち、今回は下記 4点について報告が行われた後、協議が行われた。

⑤行政等における配慮の充実 

⑧教育の振興  

⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興  

⑪国際社会での協力・連携の推進  

社会保障審議会障害者部会

◇第 154回（2026.1.19） 

1 月 19 日、厚生労働省は第 154 回社会保障審議会障害者部会（部会長：菊池馨実早稲田大学

理事・法学学術院教授）を第 18回こども家庭審議会障害児支援部会と合同で開催し、「障害福祉

計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し」と「2040 年に向けた障害福祉サービスの体制」

について協議が行われた。

障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについては、これまでの協議をふまえ

た改正後の概要案が示され、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関

する基本的事項と成果目標に「障害福祉人材の確保・定着、ケアの充実のための生産性向上」が新

たに付け加えられた。

また、2040 年に向けた障害福祉サービスの提供体制についての議論や、高次脳機能障害者支援

法の成立および法の施行に関する政令について示されたこと等も踏まえて、成果目標と活動指標に

下記内容が付け加えられた。

【第５次障害者基本計画に関する各分野における障害者施策の基本的な方向】 

①差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 

②安全・安心な生活環境の整備 . 

③情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

④防災、防犯等の推進  

⑤行政等における配慮の充実  

⑥保健・医療の推進  

⑦自立した生活の支援・意思決定支援の推進  

⑧教育の振興  

⑨雇用・就業、経済的自立の支援 . 

⑩文化芸術活動・スポーツ等の振興  

⑪国際社会での協力・連携の推進  
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障害者の地域生活移行支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会

◇とりまとめ（2025.9.24） 

9 月 24 日、厚生労働省は障害者の地域生活移行支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る

検討会のとりまとめを公表した。

主な概要は以下のとおり。

＜通知・公表＞ 

障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果(2025.11.25) 

1１月 25 日、厚生労働省は令和 7年度障害福祉人材の確保及び処遇状況等に関する調査結果を

公表した。 

福祉・介護職員等処遇改善加算を取得している施設・事業所における福祉・介護職員（常勤の者）の

基本給等について、令和６年９月と令和７年７月を比較すると１１，１１０円の増（＋４．５％）となっている。 
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また、平均給与額については、令和６年９月と令和７年７月を比較すると１６，９７０円の増（＋５．４％）

となっている。 

主な結果のポイントは以下のとおり。 
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障害者雇用状況の集計結果（2025.12.19） 

12 月 19 日、厚生労働省は令和 7年の「障害者雇用状況」集計結果を公表した。 

障害者の雇用の促進等に関する法律では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定

雇用率。民間企業は 2.5%)以上の障害者を雇うことを義務付けている。 

今回の集計結果は、同法に基づき、民間企業や公的機関などにおける毎年 6月 1日現在の身体障

害者、知的障害者及び精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報

告を求め、集計したものとなっている。 

主な結果は以下のとおり。 

令和 6年度都道府県・市区長村における障害者虐待事例への対応状況等(調査結果)（2025.12.24） 

12 月 24 日、厚生労働省は令和 6年度都道府県・市区町村における障害者虐待事例への対応等

に関する状況についての調査結果を公表した。 

主な結果は以下のとおり。 
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こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会 

◇第 14回（2026.3.18） 

3 月 18 日、こども家庭庁は第 14回こども家庭審議会 子ども・子育て支援等分科会（分科会長：鈴木

みゆき國學院大學人間開発学部子ども支援学科教授）を開催した。

今回は、「こどもまんなか実行計画 2026 の策定」「公定価格の地域区分」「保育所・幼保連携型認定こ

ども園における給食の外部搬入」「保育現場におけるハラスメント防止対策の推進」「財産処分の要件の

見直し」「規制改革実施計画を踏まえた対応（保育所における付加的保育・付加的サービス）」について

報告・協議が行われた。

こどもまんなか実行計画 2026 の策定についてでは、これまでの検討経過および実行計画 2025 の実

施状況について報告が行われるとともに、実行計画 2026 原案作成に向けた方針案として下記が示さ

れた。

公定価格の地域区分についてでは、現状と今後の検討の方向性として下記のとおり示された。

７．子ども・家庭福祉 
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保育現場におけるハラスメント防止対策の推進についてでは、今後の対応方針として下記のとおり示され

た。

【今後の対応方針】 

保育現場においても、職場環境改善を進める上で、ハラスメント対策の取組を講じることは重要である

ため、 

○令和７年度中に、現場の対応に資する現時点の関係情報（※）について周知を行う。 

（※）カスタマーハラスメントの防止のため事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な

実施を図るために必要なものとして厚生労働省から示された指針 

・保育所等における保護者等の対外的な対応を援助する者による巡回支援の取組（※令和７

年度より「保育士や保育事業者等への巡回支援事業」において補助） 

・「保育所等における在園児の保護者への子育て支援」の手引きにおいて示した「理不尽な要

求等を繰り返す保護者への対応に関する留意点」 

○令和８年度中に、先行している他分野の取組を参考としつつ、保育現場におけるハラスメント対策に係

る課題の洗い出しを行い、その結果を踏まえ、ガイドラインや研修資材等（※）を作成し、周知するとと

もに、制度的な対応の在り方についても検討する。 

（※）令和８年度子ども・子育て支援等推進調査研究事業により、①保育現場における労働者の就

業環境保護に係るガイドライン、②管理者・職員向けの研修資材、③周知・啓発用配布資材を

作成予定。 

財産処分の要件の見直しについてでは、地域における統廃合や規模の縮小、多機能化等の計画的な

取組促進に向け、下記のとおり対応案が示された。
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規制改革実施計画を踏まえた対応（保育所における付加的保育・付加的サービス）についてでは、令和

７年６月に閣議決定された規制改革実施計画をふまえ、保育所における付加的サービスの円滑化に関

する対応として下記のとおり示された。



- 72 -



- 73 -

こども家庭審議会 基本政策部会 

◇第 20回（2026.3.30） 

3 月 30 日、こども家庭庁は、第 20回こども家庭審議会 基本政策部会（部会長：松田茂樹中京大学

現代社会学部教授）を開催し、こどもまんなか実行計画 2026 骨子案について協議を行った。

実行計画 2026 骨子案では、基本的な方向性として下記内容に沿って施策を推進していくとしている。

（１）こどもと保護者を含む子育て当事者等の幸せな状態（ウェルビーイング）の実現 

（２）こどもの安心・安全の確保 

（３）分野横断的な取組による逆境的小児期体験(ＡＣＥｓ)の低減と肯定的体験（ＰＣＥｓ）の増加の推進 

（４）地域社会への包容（インクルージョン）の推進と切れ目ない支援 

（５）社会構造・環境の変化を踏まえた若者政策 

（６）企業等と連携した社会・職場環境等の変革 

（７）提供体制と質の確保、持続可能性の確保 

（８）こどもや利用者の視点に立った施策再構築と提供体制の見直し 

（９）自治体との連携の強化 

（10）さらなる省力化・簡素化・ＤＸによる自治体等負担軽減 

◇第 19回（2026.2.20） 

2 月 20 日、こども家庭庁は、第 19回こども家庭審議会 基本政策部会（部会長：松田茂樹中京大学

現代社会学部教授）を開催し、「こども施策における EBPM に関する取組」「こどもまんなか実行計画 

2025 の検証・評価」「こどもまんなか実行計画 2026 の原案作成に向けた方針等」について協議を行っ

た。

こども施策における EBPM に関する取組についてでは、令和 8年度の取組みとして下記が示された。

こどもまんなか実行計画 2025 の検証・評価についてでは、こどもまんなか実行計画 2025（第 1章）の

実施状況について報告が行われた。

こどもまんなか実行計画 2026 の原案作成に向けた方針等についてでは、「こどもまんなか実行計画 

2026」の原案作成に向けた方針（案）が下記のとおり示され、協議が行われた。
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こども家庭審議会 基本政策部会こども・若者参画及び意見反映専門委員会 

◇第 13回（2026.3.27） 

3 月 27 日、こども家庭庁は、第 13回こども家庭審議会 基本政策部会こども・若者参画及び意見反

映専門委員会（委員長：土肥潤也 特定非営利活動法人わかもののまち代表理事）を開催し、「令和 7

年度とりまとめ及びそれに基づく『こどもまんなか実行計画 2026』への記載」「非常時におけるこども・若

者の意見反映等の在り方に関する調査研究の報告」「来年度の審議の進め方」について協議を行った。

令和 7年度とりまとめ及びそれに基づく『こどもまんなか実行計画 2026』への記載についてでは、こども

まんなか実行計画 2026 の策定に向けて「1. こども・若者★いけんぷらすの充実」「2. 審議会等のこど

も・若者委員の登用促進」「3. 自治体での更なる取組の促進」の 3点について意見書を取りまとめた。

非常時におけるこども・若者の意見反映等の在り方に関する調査研究の報告では、調査研究の進捗に

ついて報告されるとともに、成果物として「調査研究報告書」「行政職員向けの取組ポイント」「『こども・若

者の意見の政策反映に向けたガイドライン』改定案」を予定していることが示された。

来年度の審議の進め方についてでは、 審議事項として下記 5点が示され、協議が行われた。

○地方自治体の取組の更なる促進 

○声が聴かれにくいこども・若者の意見を聴く取組の促進 
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○意見反映や社会参画の意識の醸成 

○意見反映の評価の在り方の検討 

○国の取組の更なる充実 

こども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会 

◇第 14回（2026.2.24～3.5）※持ち回りメール審議 

第 14回こども家庭庁のこども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会が持ち回りメール審議にて開

催され、「こどもまんなか実行計画 2026」の策定について審議が行われた。

審議では、こどもまんなか実行計画 2026 の構成案が下記のとおり示された。

こども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会保育専門委員会 

◇第 7回（2026.3.12） 

3 月 12 日、第 7回こども家庭庁のこども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会 保育専門委員会

（部会長：秋田喜代美 学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授）が開催された。

今回は、「保育の計画及び評価」「保育所、認定こども園等における 家庭・地域との連携・協働・支援の

充実」について協議が行われた。

保育の計画及び評価についてでは、下記のとおり現状と課題および改善・充実に向けた論点案が示さ

れ、協議が行われた。
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保育所、認定こども園等における家庭・地域との連携・協働・支援の充実についてでは、下記のとおり改

善・充実に向けた論点案が示され、協議が行われた。
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◇第 6回（2026.2.24） 

2 月 24 日、第 6回こども家庭庁のこども家庭審議会 幼児期までのこどもの育ち部会 保育専門委員会

（部会長：秋田喜代美 学習院大学文学部教授、東京大学名誉教授）が開催された。

今回は、「幼児教育における ICT の活用の在り方」「特別な配慮を必要とする乳幼児への指導・支援の

充実」について協議が行われた。

幼児教育における ICT の活用の在り方についてでは、下記のとおり論点案が示され、協議が行われた。

特別な配慮を必要とする乳幼児への指導・支援の充実についてでは、下記のとおり論点が示された。
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こども家庭審議会 こどもの居場所部会 

◇第 21回（2026.2.17） 

2 月 17 日、こども家庭庁は、第 21回こども家庭審議会 こどもの居場所部会を開催し、現代社会にお

ける若者の位置づけに関するヒアリング、第 2期こどもの居場所部会中間的整理の骨子案について協

議を行った。

現代社会における若者の位置づけに関するヒアリングでは、宮本みち子千葉大学名誉教授、安藤智子

筑波大学教授からヒアリングが行われた。

第 2期こどもの居場所部会中間的整理の骨子案についてでは、下記のとおり方針案及び構成案が示さ

れ、協議が行われた。
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こども家庭審議会 児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 

◇第 131 回（2026.3.16） 

3 月 16 日、こども家庭庁は、第 131 回こども家庭審議会児童虐待等要保護事例の検証に関する専

門委員会を開催した（資料は非公表）。

◇第 130回（2026.2.2） 

2 月 2日、こども家庭庁は、第 130 回こども家庭審議会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門

委員会を開催した（資料は非公表）。

今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会 

◇報告書（2026.4.10） 

4 月 10 日、こども家庭庁は今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会報告書を公表した。

本検討会は、次期障害福祉サービス等報酬改定や制度改正を見据えて、障害児入所施設の現状や

課題等を把握するとともに、社会的養護施策等との関係性も踏まえた役割等の整理、今後の障害児入

所施設の在り方に関する具体的な検討を行うことを目的に設置され、7回にわたり検討が行われた。

主な内容は以下のとおり。
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改正医療的ケア児支援法条文案を了承（2026.4.1） 

4 月 1日、「医療的ケア児者支援議員連盟」（会長：野田聖子衆議院議員）は議員立法となる改正医

療的ケア児支援法条文案を了承した。

条文案では、支援の対象を現行の医療的ケア児およびその家族から、医療的ケア者と重症心身障害

児・者およびその家族に拡大するとしている。

また、小児期医療から成人期医療への切れ目のない医療を提供するための措置を講じることを新たに

規定し、児者一貫の支援に向けた内容としている。

今後、国会での審議をふまえ、今国会での成立を目指している。

内密出産について考えるプロジェクトチーム 

（2026.4.14） 

4 月 14 日、自民党の孤独・孤立対策特命委員会の「内密出産」について考えるプロジェクトチーム(PT、

座長・松野博一衆議院議員)は、妊娠を他者に知られたくない女性による内密出産に関する諸外国の

事例について、有識者からヒアリングを行った。

会議の冒頭、松野座長は 4月 6日に熊本市の慈恵病院と同市役所での視察をしたことについて「内密

出産を自治体で対応するには限界があり、取り巻く環境改善が必要。出自を知る権利や事前の相談体

制の充実、性教育等の課題が山積している。生まれてくる子供と母親の命を守り、幸せを願う現場の皆

さんの思いを大切にしながら 1歩ずつでも前に進める」と語り、国を挙げて環境整備を図り、母子の命を

尊重する重要性について発言した。

＜通知・公表＞ 

2024 年度 保育所・幼保連携型認定こども園の経営状況について（2026.3.27） 

3 月 27 日、福祉医療機構は 2024 年度保育所・幼保連携型認定こども園の経営状況を公表した。

主な結果は以下のとおり。

○ 保育所の経営状況 

・ 利用率は低下するも、利用児童単価の上昇により、サービス活動増減差額比率が上昇 

・ 赤字施設は利用率や利用児童単価が低く、収益の確保が課題 

・ 過疎地域は利用率が大きく低下した一方、指定都市・特別区は横ばいで推移 

○ 幼保連携型認定こども園の経営状況 

・ 保育所と同様、利用率は低下するも利用児童単価の上昇により、サービス活動増減差額比率が

上昇 

・ 赤字施設は利用率が低いため収益に差があり、人件費率が黒字施設より 10.8 ポイント高い 

・ 保育所ほど地域特性による赤字施設割合の差はみられないが、過疎地域は利用率が大きく低下 
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帝国データバンク：「保育園」の倒産・休廃業解散動向（2025 年）（2026.2.15） 

2 月 15 日、帝国データバンクは、「保育園」運営事業者の倒産動向について公表した。

2025 年に発生した「保育園」運営事業者の倒産（負債 1000 万円以上、法的整理）は 14 件発生し、

前年（7 件）から倍増となった。

また、休廃業や解散は 32件（前年 24件）あり、市場から退出した保育園運営事業者は計 46件となっ

た。前年（31 件）に比べると 15 件（48.4％）の増加となり、年間で過去最多となった。
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ｌ––– 

改正民法閣議決定（2026.4.3） 

4 月 3日、認知症の人らを支える成年後見制度を見直す民法の改正案が閣議決定された。

本改正では、本人の判断能力に応じて権限に差を設けた３類型のうち、「後見」と「保佐」を廃止し、「補

助」に一本化する。また、認知症の人らが特定の事項について代理してもらえるようにする。

これまでは、必要な範囲で制度を利用したいとのニーズに対応できないといった課題があったが、本改

正により本人の必要な範囲で制度を利用することができるようになる。

親権・養育費・親子交流などに関する改正民法施行 （2026.4.1）

4 月 1日、親権・養育費・親子交流などに関する改正民法が施行された。

本改正により、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになる（共同親権）ことや、親権や

婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化される等の変更が行われ

る。 

主な内容は以下のとおり。 

８．地域福祉 
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法制審議会民法(成年後見等関係)部会 

◇第 33回（2026.1.27） 

1 月 27 日、法務省は、成年後見制度の見直しに関する要綱案をまとめた。 

今後、法制審議会総会を経て国会に民法改正案が提出される見込み。 

主な変更点は以下のとおり。 

 ①現行の 3類型(後見・保佐・補助)の見直し 
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・「補助」の適用範囲を拡大し、「保佐」「後見」類型を廃止。一人ひとりに応じて個別具体的に必要 

な支援内容を設計する。(包括的代理権は廃止) 

 ②「特定補助人」の仕組みを新設 

・「精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」 (現行の後見類型に相当)につい 

て、「特定補助人を付する処分の審判」を新設。 

 ③補助開始の審判の取り消し 

・制度利用の必要がなくなったと家庭裁判所が認めた場合には補助開始の審判を取り消す。 

 ④任意後見制度の見直し 

・例外的に、任意後見監督人を選任しないことができる制度を設ける。(家裁が、明らかに任意後見 

監督人による監督の必要がないと認めるとき) 

地域生活維持政策小委員会

◇第 4回（2026.2.25） 

2 月 25 日、経済産業省は、第 4回地域生活維持政策小委員会を開催した。 

「エッセンシャルサービス」の供給の持続性確保の取組について、各関係者 (株式会社福岡情報ビジネ

スセンター、大阪大学大学院(原田研介教授)、AVITA 株式会社、my FinTech 株式会社・めぶくグラウ

ンド株式会社、京都信用金庫「京信人材バンク」、株式会社日本総合研究所)にヒアリングを行った。 

また、人口減少下でのエッセンシャルサービスの持続性を確保するため、テクノロジーを活用し、高技

能・高賃金な「アドバンスト・エッセンシャルサービス」へと進化させる道筋と、その基盤となる人材・組織

の在り方について議論が行われた。 

◇中間報告（2025.12.18） 

12 月 28 日、経済産業省は、地域生活維持政策小委員会の中間報告を行った。 

概要については以下のとおり。 
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令和 7年孤立死数の公表 

4 月 14 日、警察庁は令和 7年の警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者の数を

公表した。 

令和 7年に自宅において死亡した一人暮らしの者の数は 76,941 人で、このうち内閣府の孤独・孤立対

策推進室において孤立死の目安としている死後経過日数 8日以上の数は 22,222 人であった。 

また、上記死後経過日数 8日以上のうち、65 歳以上の割合は 71.6%であった。 

令和７年度民生委員・児童委員の一斉改選結果公表（2026.1.16） 

1 月 16 日、厚生労働省は、令和 7年度民生委員・児童委員の一斉改選結果を公表した 

改選結果については以下のとおり。 

全国民生委員児童委員連合会は、今回の結果を受けて、1月 19 日に全民児連としての見解ととも

に、今後の対応を整理し、ホームページに「令和 7年 12月の民生委員・児童委員の一斉改選結果に

ついて」を公表した。 

令和 7年 12 月の民生委員・児童委員の一斉改選結果について ～抜粋～ 

今般、令和 7年 12 月に実施されました民生委員・児童委員（以下、民生委員）の全国一斉

改選の結果が厚生労働省より公表されました。 

 全国民生委員児童委員連合会（以下、全民児連）として、この結果を極めて深刻な事態と受

け止めており、引き続き「なりて確保」の課題への対応を図っていく所存です。 

I. 改選結果 

今回の民生委員の一斉改選において、全国の定数 240,971 人に対し、充足率は 91.7%と

なりました。これは、前回の令和 4 年 12 月改選時の充足率 93.7%と比較して 2.0 ポイントの低

下となり、欠員数は約 2万人に達しています。 

民生委員の充足率は、一貫して低下傾向にありましたが、この傾向はより加速していることが

わかりました。地域共生社会の実現が喫緊の課題とされる現代において、その土台を支える民

生委員制度の持続可能性が危ぶまれる事態となっています。 

一方、新任委員の割合は 31.3%ですが、都道府県・指定都市ごとに見れば６割近くに及ぶと

ころもあり、地域差が顕著です。新任委員の割合が高すぎると、地域の支援力が低下することも

懸念されます。 
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II. なりて確保の課題の背景 

① 高齢者単独世帯の増加や生活課題の複雑化 

② 高齢就業者等の増加 

③ 地域関係の希薄化 

④ 活動の見えにくさ 

III. 民生委員制度を持続させるために 

令和 9（2027）年に民生委員制度創設 110 周年の節目を迎える今、全民児連は、制度の

持続可能性の観点から、なりてを確保し、無理なく委員活動を継続できる環境を整え、誰もが

支え合い安心して暮らせる地域づくりをめざします。民生委員は厚生労働大臣から委嘱を受け

る特別職の地方公務員であり、その確保は、本来、国および地方自治体が責任と主体性を持

って取り組むべき課題です。その認識のもと、以下の取り組みについて、国、地方自治体、そし

て各地の民児協の関係者と連携し、取り組んでいきます。 

① 活動環境の整備と負担軽減の徹底 

② 働きながら活動できる環境づくりの促進 

③ 広報活動の強化 

④ 行政主体の選任活動の促進と柔軟な選任要件の運用、支援体制の強化 
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ｌ––– 

社会保障審議会生活保護基準部会 

◇第 56回（2026.4.14） 

4 月 14 日に、厚生労働省は、第 56回社会保障審議会生活保護基準部会（部会長：岩村正彦 東京

大学名誉教授）を開催し、令和８年における生活保護基準の検証作業の進め方について協議を行っ

た。

会議では、検証や検討課題および進め方のスケジュール案が下記のとおり示された。

９．生活困窮・生活保護 
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2025 年生活保護申請件数を公表（2026.3.4）

3 月 4日、厚生労働省は 2025 年生活保護申請件数を公表した。 

2025 年の保護申請件数は、前年比 0.18％増の 25万 6,438 件で微増した。増加は 6年連続で、現

行の調査手法になった 13 年以降では最多。 

2025 年 12 月時点で生活保護を利用している世帯は、前年同月よりも 5,749 世帯少ない 164 万

6,424 世帯。高齢者世帯が 54.9%を占め、このうち 9割超が単身世帯だった。 

高齢者世帯を除くと、障害者・傷病者世帯は 25.5%、母子世帯は 3.6%だった。 
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事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指

針（2026 年 2月 26日公布）

2 月 26 日、厚生労働省は、「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管

理上講ずべき措置等についての指針」（令和 8年厚生労働省告示第 51号）を公布した。 

令和 8年 10 月 1日からの施行に向け、カスタマーハラスメント（以下、カスハラ）防止指針が示され、

事業主には新たな雇用管理上の措置が義務付けられている。 

主な概要については以下のとおり。 

10．人材確保等 



- 91 -

令和 7年賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金（2026.4.10） 

4 月 10 日、厚生労働省は賃金構造基本統計調査による介護職員の賃金を公表した。 

令和 7年介護職員の賃金は 31.4 万円で前年より 1.1 万円上昇した。一方、令和 7年全産業平均

は 39.6 万円であり、賃金格差は 8.2 万円（前年 8.3 万円）と横ばいとなっている。 
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春季生活闘争 第 3回回答集計結果公表（2026.4.3） 

4 月 3日、連合は春季生活闘争 第 3回回答集計結果を公表した。

平均賃金方式で回答を引き出したベースアップと定期昇給を合わせた 2,311 組合の加重平均（規模

計）は 16,892 円・5.09％であった（昨年同時期比 466 円減・0.33 ポイント減）。300 人未満の中小

組合（1,332 組合）は、13,960 円・5.00％と、金額では昨年同時期を上回った（同 600 円増・±0 

ポイント）。全体も中小組合も 5％台の高水準が続いている。

「令和 7（2025）年賃金構造基本統計調査」結果公表（2026.3.24） 

3 月 24 日、厚生労働省は令和 7年賃金構造基本統計調査の結果を公表した。

主な結果は以下のとおり。

１ 一般労働者(短時間労働者以外の常用労働者)の賃金(月額) 

男女計 340,600 円（前年比 3.1％増）（年齢 44.4 歳、勤続年数 12.7 年） 

男性   373,400 円（同 2.8％増）（年齢 45.2 歳、勤続年数 14.2 年） 

女性   285,900 円（同 3.9％増）（年齢 43.2 歳、勤続年数 10.4 年） 

※ 男女間賃金格差(男＝100) 76.6(前年差 0.8 ポイント上昇)は、比較可能な昭和 51(1976)年

以降で、格差が最も縮小 

２ 短時間労働者(注２)の賃金(１時間当たり) 

男女計 1,518 円（前年比 2.8％増）（年齢 46.2 歳、勤続年数 6.5 年） 

男性  1,769 円（同 4.1％増）（年齢 43.0 歳、勤続年数 5.4 年） 

女性  1,418 円（同 2.2％増）（年齢 47.5 歳、勤続年数 7.0 年）

地域働き方・職場改革等推進会議 

◇第 3回（2026.3.19） 

3 月 19 日、第 3回地域働き方・職場改革等推進会議が開催され、地域働き方・職場改革等の取組

状況等について報告・協議が行われた。 

地域働き方・職場改革等の取組状況についてでは、下記内容が示された。 



- 93 -



- 94 -

労働政策審議会  雇用環境・均等分科会 

◇第 90回（2026.3.26） 

3 月 26 日、厚生労働省は、第 90回労働政策審議会（雇用環境・均等分科会）を開催した。 

今回は、厚生労働省案からの諮問のあった雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱、

短時間・有期雇用労働者対策基本方針（案）について協議を行ったほか、同一労働同一賃金部会に

おける厚生労働省からの諮問への答申の報告、家事等の負担軽減に資するサービスの利用促進に

向けた検討状況について報告が行われた。 

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱についてでは、雇用保険法及び建設労働者

の雇用の改善等に関する法律に基づく各種助成金等について、両立支援等助成金の対象事業主の

範囲拡大等の制度見直しや新設が示された。 

短時間・有期雇用労働者対策基本方針（案）についてでは、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の

改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策等の基本とな

るべき事項について示した「短時間・有期雇用労働者対策基本方針案要綱」が示され、協議が行わ

れた。 

同一労働同一賃金部会における厚生労働省からの諮問への答申の報告では、令和８年３月２日付で

厚生労働省から諮問のあった派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件案要

綱等について、「おおむね妥当」と回答した。 

家事等の負担軽減に資するサービスの利用促進に向けた検討状況についてでは、家事等の負担軽

減に資するサービスの利用促進に関する関係府省連絡会議の開催状況や今後の予定について報告

が行われた。 

労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会 

◇第 30回（2026.3.2） 

3 月 2日、厚生労働省は第 30回労働政策審議会 (職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同

一労働同一賃金部会）（部会長：守島基博学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教

授）を開催した。

今回は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及

び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正す

る省令案要綱等について諮問が行われた。 

＜通知・公表＞

第 38回社会福祉士国家試験合格発表（2026.3.3） 

3 月 3日、厚生労働省は、第 38回社会福祉士国家試験の結果等を公表した。 

今回の受験者数 25,430 人に対し、合格者数は 15,438 人、合格率 60.7%となった。 

合格率は過去最高を記録した一方で、受験者数は第 35回から減少が続いており、同回と比較して

11,544 人の大幅減となっている。 

詳細は以下のとおり。 
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2025 年毎月勤労統計調査（速報）（2026.2.9）

2 月 9日、厚生労働省は、毎月勤労統計調査 2025 年分結果速報を公表した。 

調査結果のポイントは以下のとおり。 
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医療・福祉の就業形態計における現物給与総額については 317,809 円（前年比 2.3%増）となった

が、全体平均と比較すると 38,110 円下回る結果となった。 
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令和 8年度予算成立（2026.4.6）

4 月 6日、令和 8年度予算が政府案のとおり成立した。 

一般会計総額は 122 兆円となり、過去最大となった。 

11．予算 
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「防災庁設置法案」「防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が閣議決定

（2026.3.6） 

3 月 6日、「防災庁設置法案」「防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が閣

議決定され、国会に提出され、4月 14 日に審議入りした。

主な概要は以下のとおり。

12．災害対策 
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国土強靱化推進会議 

◇第 18回（2026.2.24） 

2 月 24 日、内閣官房は第 18回国土強靱化推進会議を開催し、「日本成長戦略に関する動向」「有

識者ヒアリング」「防災・国土強靱化分野の成長戦略の検討」について報告・協議を行った。

防災・国土強靭化分野の成長戦略の検討についてでは、検討テーマ案として下記が示され、協議が行

われた。
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災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会 

◇成果報告会（2026.3.26） 

3 月 26 日、災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会 成果報告会が開催された。

報告会では、検討会報告書について下記のとおり概要が示された後、意見交換が行われた。
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◇第 3回（2026.2.24） 

2 月 24 日、厚生労働省は第 3回災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会を開催した。
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今回は「災害時の保健・医療・福祉分野の連携強化検討会報告書（案）」について協議が行われた。

報告書案では、下記事項について整理されている。

第 1 厚生労働省保健医療福祉調整本部支援チームの設置 

（1） 厚労省支援チームの役割 

（2） 厚労省支援チームの体制 

第 2 被災自治体の対応力向上のための施策 

 １．都道府県における保健医療福祉調整本部の機能強化 

 ２．DHEAT・保健師等チームの運用 

 ３．福祉的支援体制の強化 

 ４．災害支援システム（災害時情報共有システム・D24H 等）の改善 

 ５．災害対応職員の健康管理 

 「３．福祉的支援体制の強化」において、今後の方向性として下記のとおり示された。 

・社会保障審議会福祉部会報告書（令和 7年 12月 18 日とりまとめ）を踏まえ、平時から福祉分野

と防災分野の連携が促進されるよう必要な措置を講ずるとともに、DWAT について法制化も含め平

時からの体制整備を検討していくことが重要である。 

・また、検討にあたっては、DWAT の全国的な事務局体制の強化や、DWAT の初動チーム・調整チ

ーム（調整機能）の養成、医療分野で診療記録の様式が標準化されていることを参考に、福祉分野

の災害時の支援記録について関係団体を含めた様式の標準化、被災高齢者等把握事業、被災者

見守り・相談支援等事業との連携、DWAT 以外の福祉専門職による支援活動との連携等、本検討

会で指摘が挙がった点についてもあわせて検討していくことが必要である。 

・なお、自治体の体制を検討するにあたっては、市町村の福祉部門における情報調整について、日赤

や JMAT が支援を行っている例があることから、そうした支援を求める事も想定される。 

東日本大震災から 15年（2026.3.11） 

3 月 11 日、東日本大震災から 15 年を迎えた。

高市総理は、福島県福島市で開催された東日本大震災追悼復興祈念式に参列し黙祷、追悼の辞を

述べた後、献花を行った。
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2025 年人口動態統計（速報値）（2026.2.26） 

2 月 26 日、厚生労働省は、2025 年人口動態統計（速報値）を公表した。 

2025 年に生まれた外国人を含むこどもの数は 70万 5,809 人となり、10 年連続で最少を更新した。 

主な結果は以下のとおり。 

【調査結果のポイント】（令和７年 1月～12月速報の累計） 

・出生数は、705,809 人で 10 年連続減少（対前年 15,179 人減少△2.1％） 

・死亡数は、1,605,654 人で減少（同 13,030 人減少△0.8％） 

・自然増減数は、△899,845 人で 18 年連続減少 （同 2,149 人減少） 

・死産数は、16,101 胎で増加(同 70 胎増加 0.4％） 

・婚姻件数は、505,656 組で増加（同 5,657 組増加 1.1％） 

・離婚件数は、182,969 組で減少（同 6,983 組減少△3.7％） 

13．その他 



2026.04.23 
社会保障・社会福祉制度の動向 未定稿 

政策企画部 

 ～2023 年度 

（～令和 5） 

2024 年度 

（令和 6） 
2025 年度 

（令和 7） 

2026 年度 

（令和 8） 

2027 年度 

（令和 9） 

2028 年度 

（令和 10） 

社会保障全般 R2.12 全世代型社会保障検討会議 
    「最終報告」（菅政権） 

R3.11 全世代型社会保障構築会議 

 ・公的価格評価検討委員会 

R4.05 「報告書」とりまとめ 

R5.12 「改革工程」とりまとめ 

（岸田政権） 

04.医療、介護、障害福祉等報酬

のトリプル改定 

06「骨太の方針 2024」閣議決定 
→ 社会保障改革の方向性が提示 

全世代型社会保障の推進 

高齢化による自然増の範囲内に 

歳出抑制を目指す方針 

10.20 自民党・維新 連立政権合意書 

11.17「社会保障改革の推進について」

（内閣総理大臣指示） 

 ・給付付き税額控除の制度設計 

 ・「国民会議」の設置 等 

11.21「強い経済」を実現する総合経済 

   対策 閣議決定 

R8.02.26 第 1回社会保障国民会議 

03.同 給付付き税額控除等に関する 

実務者会議（1～3回） 

03.24 同 有識者会議（第 1 回） 

「社会保障改革元年」（R7.11.27 経財諮会議 

04.02 第 2 回有識者会議（社会保障国民会議） 

05.財政審「建議」 

夏前：社会保障国民会議「中間とりまとめ」 

     ・給付付き税額控除 

     ・食料品の消費税率ゼロ 

↓（反映） 

06.「骨太の方針」 

年内：生活保護基準部会報告書とりまとめ 

（生活扶助基準の水準、体系の検証等） 

子ども・子育て R4.4  
R5.4 こども基本法施行 

 R5.12 「こども大綱」 

 R5.12 「こども未来戦略」 

       「加速化プラン」（3か年） 
→ 予算規模：3.6 兆円 

（集中期間） 

06.子ども・子育て支援法等一部改正 

   児童手当、誰でも通園制度、等

大学等授業料・入学料無償化（多子） 

出産・子育て応援交付金 

児童手当拡充 

保育士配置基準改善（1歳 5：1） 等 

06.「こどもまんなか実行計画 2025」 

4.子ども・子育て支援金制度施行 

 「こども誰でも通園制度」給付開始 
★退職手当共済の掛金、公費助成結論 

（保育所等） 

4.民法等改正法施行（共同親権、法定養育費制度、等） 

（段階的な完成をめざす）

社会的養護 R4.児童福祉法等改正 

 子育て世帯に対する包括的支援

体制の強化 

04.こども家庭 SW認定資格施行 

 04.施行 

「社会的養育推進計画」（後期） 

こども性暴力防止法の施行（12.25） 

（～R11） 

介護・高齢者 「介護保険制度の見直しに関する意見」 

（R4.12） 
04.報酬改定（+1.59） 

9.3高齢社会対策大綱（閣議決定） 

12 認知症施策推進基本計画 

（～R11年度） 

07.「2040 検討会」とりまとめ 

R7 補正予算 
12．「介護保険制度の見直しに関する意見」 

（介護保険部会） 

（介護保険法等の改正） 

★6 臨時報酬改定（処遇改善） 

給付費分科会 

★8 食費基準費用額見直し（１日 100 円引上）

市町村保険料改定 

制度改正の施行 

令和 9年度報酬改定 

（～R11） 

障害 R3.6 障害者差別解消法 改正 

R5.3 障害者差別解消法に基づ 

   く基本方針 

04.報酬改定（+1.12） 

04～ 改正障害者差別解消法によ

り、民間事業者に合理的配

慮を義務付け 

09. 「障害者の地域生活支援も踏まえ
た障害者支援施設の在り方に係る検

討会」とりまとめ 

12. 高次脳機能障害支援法 成立 

R7 補正予算 

                ↑次期計画策定の検討 

「今後の障害児入所施設の在り方に関する検討会」報告書 

★6 臨時報酬改定 
（～R12） 

地域共生社会 04.困難女性支援新法 施行 

04.孤独・孤立対策推進法 施行 

  06.「重点計画」決定 

「地域共生社会の在り方検討会議」→

06.改正住宅セーフティネット法施行 

4.1 困窮法改正法施行 

→5.28 「中間とりまとめ」 

12.社保審福祉部会「報告書」 

4/3 「社会福祉法等の一部を改正する法律案」閣議決定 

→ 国会提出 →４．改正法一部施行 ？身寄りのない高齢者支援 

処遇改善 

物価高騰対策 

★処遇改善加算の一本化 

介）＋1.59％のうち、処遇改善分 

＋0.98％ 

障）改定率の外枠で処遇改善加算の

一本化の効果等を合わせれば＋1.5％

を上回る水準

「医療・介護等支援パッケージ」（補正） 

（～R8.5） 

介護）+2.03 
介護職員について最大月1.9 万円（6.3％）の賃上げ（定期昇

給 0.2 万円込み）が実現 

障害）+1.84 
福祉・介護職員について、最大月 1.9 万円（6.3％）の賃上げ 

（定期昇給 0.6 万円込み）が実現

関連事項 衆議院総選挙（10月 27 日） 05 「全社協福祉ビジョン 2025」 

05.「災害対策基本法等の一部を改正する法律」 

03.「人口問題白書」（未来を選択する会議）

「第１次国土強靱化実施中期計画 

10.1 カスタマーハラスメント防止措置 義務化 

11. 防災庁設置

～ R12 年度 

内閣等  ～10/1 岸田内閣 

→石破内閣 

10/21～ 高市内閣  

第 9期介護保険事業計画 第 10期介護保険事業計画

（R4～）第二期成年後見制度利用促進基本計画 

（10～） 生活扶助基準特例加算等 （～10）

第８期障害福祉計画 

第４期障害児福祉計画

第二次再犯防止推進計画

第 5次障害者基本計画



- 105 -

政策委員会構成組織一覧 

都道府県・指定都市社会福祉協議会 

市区町村社会福祉協議会〈地域福祉推進委員会〉 

全国民生委員児童委員連合会 

全国社会就労センター協議会 

全国身体障害者施設協議会 

全国保育協議会 

全国保育士会 

全国児童養護施設協議会 

全国乳児福祉協議会 

全国母子生活支援施設協議会 

全国福祉医療施設協議会 

全国救護施設協議会 

全国地域包括・在宅介護支援センター協議会 

全国ホームヘルパー協議会 

日本福祉施設士会 

全国社会福祉法人経営者協議会 

障害関係団体連絡協議会 

全国厚生事業団体連絡協議会 

高齢者保健福祉団体連絡協議会 

全国老人クラブ連合会 

◇通巻「第 82 号」№1 Ver.1◇ 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 政策委員会 

作成・発行：政策企画部 
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社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

政策企画部 

〒100-8980 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 

TEL.03-3581-7889 FAX.03-3580-5721 

ホームページ：http://zseisaku.net/ 


